
３．建設業法改正の概要
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・建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も⾧いため、担い手の確保が困難。

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和5年）

（ 参 考 １ ） 建 設 業 の 賃 金 と 労 働 時 間

建 設 業 ※ 4 3 2 万 円 / 年 2 , 0 1 8 時 間 / 年
全 産 業 5 0 8 万 円 / 年 1 , 9 5 6 時 間 / 年

（ 参 考 ２ ） 建 設 業 就 業 者 数 と 全 産 業 に 占 め る 割 合 (  ) 内

[ H 9 ] 6 8 5 万 人 （ 1 0 . 4 ％ ） ⇒  [ R 5 ]  4 8 3 万 人 （ 7 . 2 ％ ）

背景・必要性

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省算出

処遇改善
労務費への
しわ寄せ防止
働き方改革・
生産性向上

労働時間の適正化
現場管理の効率化

担い手の確保

持続可能な建設業へ

資材高騰分の転嫁
賃金の引上げ

・建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、
処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要。

（ ＋ 3 . 1 % ）（ ▲ 1 5 . 0 % ）

※賃金は「生産労働者」の値
出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和５年度）

概要

○労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化
国は、取組状況を調査･公表、中央建設業審議会へ報告

○「労務費に関する基準」の勧告
・中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成･勧告

○適正な労務費等の確保と行き渡り
 ・著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止
    国土交通大臣等は、違反発注者に勧告･公表 （違反建設業者には、現行規定により指導監督）

○原価割れ契約の禁止を受注者にも導入

○契約前のルール
・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象（リスク）の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化
・資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化

○契約後のルール
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務※

※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

２．資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

○⾧時間労働の抑制
 ・工期ダンピング対策を強化（著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止）
○ICTを活用した生産性の向上

・現場技術者に係る専任義務を合理化（例．遠隔通信の活用）

・国が現場管理の「指針」を作成（例．元下間でデータ共有）

特定建設業者※や公共工事受注者に効率的な現場管理を努力義務化 ※ 多くの下請業者を使う建設業者

・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化（ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可）

技術者が、カメラ映像を確認し、現場へ指示

令和６年法律第４９号
令和６年６月14日公布

１．労働者の処遇改善

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の
一部を改正する法律（概要）

３．働き方改革と生産性向上
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（参考）「著しく低い労務費等」｢不当に低い請負代金｣「著しく短い工期」による契約締結禁止①

注文者
◆「材料費等記載見積書」を作成するよう努力義務

工事種別ごとの労務費・材料費、「工事従事者による
適正な施工確保に不可欠な経費（省令で規定）」を記
載した見積書

◆「材料費等記載見積書」の材料費等について、通常
必要と認められる額を著しく下回るような見積りを禁
止＜R6改正＞

受注者
◆受注者から交付された「材料費等記載見積書」

の内容を考慮するよう努力義務＜R6改正＞

＜「著しく低い労務費等」による見積り提出・見積り変更依頼を行った場合・・・＞
－ 建設業者に対しては国土交通大臣等から指導・監督処分
－ 発注者に対しては国土交通大臣等から勧告・公表

＜「原価に満たない金額」による契約を締結した場合・・・＞
－ 受注者である建設業者に対しては国土交通大臣等から指導・監督処分／注文者である建設業者に対しては公取委から措置

－ 公共発注者に対しては国土交通大臣等から勧告

＜「著しく短い工期」による契約を締結した場合・・・＞
－ 建設業者に対しては国土交通大臣等から指導・監督処分
－ 発注者に対しては国土交通大臣等から勧告・公表

◆「材料費等記載見積書」の材料費等について、
通常必要と認められる額を著しく下回るような
見積り変更依頼を禁止＜R6改正＞

◆取引上の地位を不当利用して、
通常必要と認められる原価に満たない金額を
請負代金の額とする請負契約の締結を禁止

◆正当な理由（省令で規定）がなく、通常必要と認めら
れる原価に満たない金額を請負代金の額とする請
負契約の締結を禁止＜R6改正＞

著しく低い
材料費等は禁止

見積り提出

見積り変更依頼
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◆通常必要と認められる期間に比して著しく短い
期間を工期とする請負契約の締結を禁止

◆通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間
を工期とする請負契約の締結を禁止＜R6改正＞

契約締結

原価割れ・著しく短い
工期が注文者・受注者

ともに禁止に

中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告＜R6改正＞



（参考）｢不当に低い請負代金｣「著しく短い工期」による契約締結禁止②

〇これまで注文者に対してのみ、通常必要と認められる原価に満たない金額による
請負契約の締結が禁止されていたところ※ 、建設業者に対しても、省令で規定する
正当な理由がある場合を除き通常必要と認められる原価に満たない金額による請
負契約締結を禁止

※ 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額による請負契約を締結することが禁止されている

受注者による「原価に満たない金額」による契約締結禁止

＜省令で規定する正当な理由＞

・自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができること。

・先端的な技術又は蓄積された知識、技術若しくは技能を活用することにより工事原価の低減が図ら
れていること。

・建設業者がその請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を
請負代金の額とする請負契約を締結することについて、緊急の必要その他やむを得ない事情がある
こと。

〇これまで注文者に対しては、通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とす
る請負契約を締結してはならないこととされていたところ、建設業者に対しても、著しく短い
期間を工期とする請負契約締結を禁止

受注者による「著しく短い工期」による契約締結禁止
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〇建設業法（昭和24年法律第100号）

（不当に低い請負代金の禁止）

第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要
と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

２ 建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当
な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請
負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

〇建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）

（低額受注の正当な理由）

第十三条の十一 第十九条の三第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

一 自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができること。

二 先端的な技術又は蓄積された知識、技術若しくは技能を活用することにより工事原価の低減が図られていること。

三 建設業者がその請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額と
する請負契約を締結することについて、緊急の必要その他やむを得ない事情があること。

（著しく短い工期の禁止）

第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間
を工期とする請負契約を締結してはならない。

２ 建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期と
する請負契約を締結してはならない。
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（参考）改正後の条文（建設業法、建設業法施行規則）



（建設工事の見積り等）

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事
する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの（以下この条において「材料費等」という。）その他当
該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書（以下この条
において「材料費等記載見積書」という。）を作成するよう努めなければならない。

２ 前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を
著しく下回るものであつてはならない。

３～５ （略）

６ 建設工事の注文者は、第四項の規定により材料費等記載見積書を交付した建設業者（建設工事の注文者が同項の請求をしないで第一項の規定
により作成された材料費等記載見積書の交付を受けた場合における当該交付をした建設業者を含む。次項において同じ。）に対し、その材料費等の
額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない。

７ 前項の規定に違反した発注者が、同項の求めに応じて変更された見積書の内容に基づき建設業者と請負契約（当該請負契約に係る建設工事を施
工するために通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限る。）を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工
の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告
をすることができる。

８ （略）

（参考）改正後の条文（労務費の基準関係）

（中央建設業審議会の設置等）
第三十四条 （略）

２ 中央建設業審議会は、第二十七条の二十三第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、建設工事の標準請負契約約款、
建設工事の工期及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関す
る基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。

３ （略）

「労務費の基準」の勧告

適正な労務費等の確保と行き渡り等

労働者の処遇確保の努力義務
（施工技術の確保に関する建設業者等の責務）

第二十五条の二十七 （略）

２ 建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための
措置を効果的に実施するよう努めなければならない。

３・４ （略）
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